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横浜市調達公告第387号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行   

 次のとおり一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

ア 横浜市立高田小学校ほか78校で使用する電力 約29,310,000キロワットアワー（平成30・31年

度分）の供給 

イ 横浜市立市場中学校ほか54校で使用する電力 約21,416,000キロワットアワー（平成30・31年

度分）の供給 

ウ 横浜市立港南中学校ほか57校及び横浜市特別支援教育総合センターで使用する電力約

20,426,000キロワットアワー（平成30・31年度分）の供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 

(3) 供給期間 

  第１号アからウに掲げる案件ともに、次のとおりとする。 

ア 供給期間（平成30年度分） 

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

  イ 総供給期間 

平成30年４月１日から平成32年３月31日まで 

（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 供給場所 

  第１号アからウに掲げる案件ごとに、次のとおりとする。 

 ア 横浜市立高田小学校ほか78校（詳細は、入札説明書による。） 

 イ 横浜市立市場中学校ほか54校（詳細は、入札説明書による。） 

 ウ 横浜市立港南中学校ほか57校及び横浜市特別支援教育総合センター 

（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号アからウまでに掲げる件名ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間（平成30

年度分）における概算数量の総価により行う。 

 (6) その他 

本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）

（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス

」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 29 年 12 月 21 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基

づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

調 達 公 告 
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３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   

(1) 申請期限 

平成29年12月21日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

 (3) 提出場所（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局総務部総務課（関内駅前第一ビル４階） 

 (4)前項第２号に規定する登録に係る書類の提出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

 (5) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所 

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階） 

 (6) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局総務部総務課（関内駅前第一ビル４階） 

小松 電話045(671)3292（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成30年１月12日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局総務部総務課 

電話 045(671)3292（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

  入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 30 年１月 23 日から平成 30 年１月 25 日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。

ただし、最終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  第１号アからウに掲げる案件ごとに、次のとおりとする。 

    ア 平成 30 年１月 26 日午前 10 時 30 分 

    イ 平成 30 年１月 26 日午前 10 時 45 分 

    ウ 平成 30 年１月 26 日午前 11 時 00 分 
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 (ｲ) 入札場所 

    中区港町１丁目１番地 

     横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 30 年１月 25 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

第１号アからウに掲げる案件ごとに、次のとおりとする。 

 ア 平成30年１月26日午前10時30分 

 イ 平成30年１月26日午前10時45分 

 ウ 平成30年１月26日午前11時00分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第1 3条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

 ア この契約は、平成30年度横浜市各会計予算が平成30年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

 イ この契約は地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約であるため、本件契約の締結日の属する

年度の翌年度以降において本契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は削除された場合は、横浜市は、

本契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:  
① Supply a total of approximately 29,310,000 Kilowatt hours of electricity to Takata   

 Elementary School and 78 other public schools in Yokohama. 

② Supply a total of approximately 21,416,000 Kilowatt hours of electricity to Ichiba 

Junior High School and 54 other public schools in Yokohama. 

③ Supply a total of approximately 20,426,000 Kilowatt hours of electricity to Konan 

Junior High School, 57 other public schools and Special Support Education Center in 

Yokohama. 

 (2) Deadline for the tender:  
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① 10:30 a.m. 26, January, 2018 (Japan Standard Time） 

② 10:45 a.m. 26, January, 2018 (Japan Standard Time） 

③ 11:00 a.m. 26, January, 2018 (Japan Standard Time） 

*For details, see the description of the tender 

(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures 

(4) Contact point for the notice: General Affairs Division, Board of Education Secretariat, 

City of Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045-671-3292 
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横浜市調達公告第388号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり「綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事（電気設備工事）」の工事について、一

般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお 

 いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２ 

  項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）第３条 

  第１項により定める資格を有する者であること。 

 (2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（以下「有資格者名簿」という。）に 

  登載されている者であること。 

 (3) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

  い者であること（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。 

   なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

  ア 主たる営業所の所在地 

    有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

  イ 優良工事表彰事業者 

    横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

  ウ 工事成績 

    工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、 

   横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び 

   横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点 

   （工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象 

   とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう 

   。なお、工種「ほ装」の工事の工事完成結果通知書の評定点は、工種「舗装」のものとする。 

  エ 発注者別評価点（主観点） 

    平成29・30年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点 

   （主観点）をいう。 

  オ 横浜型地域貢献企業 

    横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

  カ 建設機械所有事業者 

    ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー 

   クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ 

   車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 

   の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下 

   「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期 

   間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を 

   いう。 

  キ 災害協力事業者 

    災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

    ク 施工実績 

    工事の施工実績（本市が発注した工事の場合、工事成績が65点以上のものに限る。）をいう。 

  ケ 技術力結集型共同企業体 

    各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

  コ 技術修得型共同企業体 

    市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 



横浜市報調達公告版 

第102号 平成29年12月12日発行 

7 

 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

 (6) その他、詳細については横浜市契約規則、入札取扱要綱、横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要 

  綱（以下「総合評価実施要綱」という。）、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）（以下「運用基 

  準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」という。）等に定める 

  ところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札参加者は、工事ごとの総合評価落札方式実施要領書（以下「実施要領書」という。）に定めると 

  ころにより、技術資料を財政局契約第一課へ提出すること。 

   なお、提出後の技術資料の修正及び追加等は、提出期間内であっても認めない。 

 (2) 設計図書及び実施要領書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書（合併入札の場合に 

   は、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）及び実施要領書をダウンロードすること。 

  イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書（合併入札の場 

   合には、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）を購入しなければならない。設計図書の購入先 

   及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期間において、工事担当課におい 

   て設計図書を閲覧に供する。 

  ウ 設計図書購入の申込み手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

 (3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

 (1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

 (3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

 (4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書（合併入札の場合には、当該合併入札 

  に係る全ての工事費内訳書）を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付す 

  ること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照すること。また、工事費内訳書の合計 

  金額は、入札金額と一致させること。 

   なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下 

  「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等 

  の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ 

  、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に 

  １円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者 

  は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希 

  望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 技術資料の提出をしない者が行った入札、又は実施要領書の定めに従わない技術資料を提出した者が 

  行った入札 

 (4) 有資格者名簿における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は３(4) の定めに従わない工事費内訳 

  書の提出をした者が行った入札 

 (6) ７(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書４の各号に該当する入札 

 (7) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 
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 (8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

 (9) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同 

  企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

 (10) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行 

  った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

 (11) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同 

  組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

５ 技術資料の審査及び技術評価点の算出 

  技術資料の審査及び技術評価点の算出については、工事ごとに定める実施要領書に基づき行う。 

６ 落札予定者の決定、入札参加資格の確認及び落札者の決定 

 (1) 開札後、調査基準価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者 

  に通知する。 

 (2) ５により算出した入札者ごとの技術評価点及び入札価格を基に、実施要領書に定める方法により、評 

  価値を算出する。 

 (3) 次に掲げる要件を全て満たす入札者のうち、(2) により算出した評価値が最も高い者を落札予定者と 

  する。 

  ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

  イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で定める欠格要件のいずれにも該当していないこと。 

  ウ 評価値が、標準点を予定価格（単位：億円）の108分の100で除して得た数値を下回っていないこと 

   。 

 (4) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満であり、横浜市工事請負契約に係る低入 

  札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）第３条第２項に定める基準（以下「失格基準」とい 

  う。）に該当する場合には、その者を落札者としない。この場合、(3) の要件を全て満たす者のうち、 

  次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

 (5) 失格基準に該当した者を除き、評価値の同じ落札予定者が２者以上あるときは、当該落札予定者にく 

  じを引かせて落札予定者１者を決めるものとする。この場合、当該落札予定者のうちくじを引かない者 

  があるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせ落札予定者を決定す 

  るものとする。 

 (6) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する 

  積算疑義申立て期間終了後、落札予定者、落札予定者の入札価格及び(2) により算出した落札予定者の 

  評価値を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (7) 落札決定を保留した後、落札予定者が入札参加資格を満たすものであるかを確認する。 

 (8) (7）の入札参加資格の確認の結果により、落札予定者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 当該落札予定者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、 

   入札参加者にその旨を通知する。 

  イ 当該落札予定者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と 

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち次に評価値の高い 

   者を新たに落札予定者とし、（7）の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様 

   の手続を繰り返す。 

 (9) （7）の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札予定者は、工事ごとに定める提出書類等を、別 

  に指定した日時までに財政局契約第一課へ提出し、また確認のための指示に従わなければならない。指 

  定した期限までに書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札予定者は入札参加 

  資格を満たす者でないとし、（8）イの手続により落札者を決定する。 

 (10)（8）イの手続により、落札予定者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、 

  当該落札予定者に通知する。 

 (11) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満であり、失格基準に該当しない場合 

  は、（7）の入札参加資格の確認とあわせて総合評価実施要綱第13条第２項に定めるとおり、低入札要 

  綱に定める調査を行う。 

 (12) (11) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない 

  おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな 

  るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲 
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  内の価格をもって入札した他の者のうち次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

 (13) (11) の調査にあたっては、当該落札予定者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日 

  時までに財政局契約第一課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記の 

  期限までに書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(12) に該当するものとし、当該 

  落札予定者を落札者としないものとする。 

 (14) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、低入札要綱第４条の２ 

  第１号に定める技術者を、（9）により提出された入札参加資格確認資料に記載した技術者とは別に、 

  施工現場に専任で１名以上配置しなければならない（特定建設共同企業体の場合、代表者となる構成員 

  から１名以上配置すること。）。この場合、当該技術者について、配置技術者（変更）届出書（第６号 

  様式）及び必要書類を別に指定した日時までに財政局契約第一課へ提出すること。 

 (15) (13) に定める書類は、３(4) に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること 

  。対応した書類の提出がない場合には、(12) に該当するものとし、当該落札予定者を落札者としない 

  ものとする。 

 (16) 落札者の決定にあたって、総合評価実施要綱第５条第３項で定める学識経験者の意見聴取を行った 

  場合は、その結果を考慮し、落札予定者を落札者として決定する。 

 (17) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札予定者が指名停止等措置 

  要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停 

    止を除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者の 

    うち次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ 

  る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも 

  って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の 

  予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方 

  法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。 

 (2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。 

 (3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。 

８ 契約金の支払方法 

 (1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

   なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

 (2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい 

  て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定 

  する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工事ごとに定め 

  る前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の 

  ４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定 

  する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を 

  当該会計年度ごとに支払う。 

 (3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当 

  該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

 (1) ７(3) の規定にかかわらず、入札参加要領第27条第１項に定める契約保証金の額は、契約金額の 

  100分の30以上とする。 

 (2) ８(2) の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契 

  約を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とあ 

  る場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払 

  う。なお、公共工事の前払金に関する規則第２条第２項に規定する前払金(中間前払金)は支払わない。 

 (3) 契約金額にかかわらず、横浜市請負工事検査事務取扱要綱第８条第２項各号に定める工種を主たる工 

  種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 

 (4) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。 

10 その他 

 (1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否 

  かは、工事ごとに明示する。 
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 (2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結 

  する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

 (3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この 

  場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

 (4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術 

  者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、工事ごとに定める 

  入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで 

  ない。また、工場製作を含む工事については、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間とで技術者 

  を変更することができる。なお、工場製作のみが行われる期間においては、同一工場内で他の同種工事 

  に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作が可能な場合は、同一人が各製作を一括して管理すること 

  ができる。 

 (5) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。 

 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

 (7) 入札に参加した者は、入札締切後、正当な理由なく落札者となることを辞退することはできないもの 

  とする。 

 (8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第 

  １項の規定により、指名停止を行う。 

  ア 落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

    ただし、落札候補者等となった入札（政府調達協定の対象となるものを除く。）の開札日から落札 

      候補（予定）者通知日までの間に、他の本市発注工事の入札の落札候補者等となったことにより、落 

      札候補（予定）者通知日の翌開庁日午後５時までに、落札者となることを辞退した場合は、指名停止 

      に該当しない（一般競争入札（条件付）における資格確認書類を既に提出している場合を除く。）。 

      この場合、辞退は、入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も遅いものから順に行わなけ 

      ればならない。 

  イ 落札予定者となった者が、６(9) に定める書類の提出をしない場合 

  ウ 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札予定者となった者が、低入札要綱第 

   ３条第３項及び第４条第１項第１号に該当した場合（ただし、資料に不備等があることのみにより同 

    号に該当した場合を除く。） 

 (9) ６(7) の入札参加資格の確認とあわせて、入札取扱要綱第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を 

  行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、当該工事（合併入札の場合 

  には、当該合併入札に係る全ての工事）の契約は締結しないものとする。 

 (10) (9)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代 

   理人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、入札取 

     扱要綱第25条第１項第８号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

   ただし、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ 

  れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

  ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 

   3,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は7,000万円）未満であるとき。 

  イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方 

   消費税相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であるとき。 

  ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費 

   税相当額を含む。）の合計が7,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の 

   工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税 

   相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であること。 

   なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない 

  旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費 

  税相当額を含む。）が3,500万円（工種「建築」の場合は7,000万円）以上となった工事請負契約につい 

  ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

  (11) (9)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成29・30年度の横浜 

  市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され 

  ているもの。）における当該工事と同工種の最高請負実績額が、次のア及びイに定める金額のいずれに 

  おいても当該工事の工事費（消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。なお、合併入札の場合に 
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  は、当該合併入札に係る全ての工事費の合計）に満たない者（共同企業体の場合は、ア及びイのいずれ 

  か大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員の当該算定した額を合計した金額が当該工事の工事費に満 

  たない者。）は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意するこ 

  と。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

  ア 元請の場合、最高請負実績額を１０分の６で除して得た額 

  イ 下請の場合、最高請負実績額を１０分の８で除して得た額 

 (12)(9)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けている 

  者（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）は、入札取扱要綱第25条第１項第１号 

  に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

  (13)適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、当該工事と同一管内かつ同種 

    の工事（以下「同種の管内一円工事」という。）を契約している者（落札決定通知書の送付を受けてい 

    るときを含む。）は、入札取扱要綱第25条第１項第12号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す 

    ること。この場合において同種の管内一円工事とは、同一工事件名（ただし、その○○や○○‐○など 

    の通し番号は除く。）のものをいう。なお、請負工事検査事務取扱規程第２条の２第１号に規定する完 

    成検査、水道局検査規程第３条第１号に規定する完成検査及び交通局検査規程第３条第１号に規定する 

    完成検査が、審査基準日の前日までに完了している場合は含まないものとする。 

 (14) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜 

  市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定 

  書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課あて 

  の書留郵便により郵送し、又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜 

  市のホームページを参照すること。 

 (15) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜 

  市条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する 

  。 

 (16) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則 

  、入札取扱要綱、総合評価実施要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等 

  に定めるところによるものとする。 

  (17) 積算基準月が平成29年２月以前の工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成29年３月）に伴う 

    特例措置」（平成29年２月28日 横浜市ホームページ ヨコハマ・入札のとびら掲載）の対象工事であ 

    る。入札の際は、設計図書にて確認すること。 
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契約番号 １７７１０１０２８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事（電気設備工事） 

施工場所 
港北区綱島西三丁目１４２番地の６２ 

工事概要 

【総合評価落札方式（特別簡易型）対象工事】 

通級棟増築工事（ＲＣ（一部Ｓ造）、地上４階建、延床面積３，１４３．１１ｍ２）  

ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成３１年 ３月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月２５日（木）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、総合評価落札 

  方式における入札参加手続、工事費内訳書の作成及び提出、調査基準価格未満で入札 

  した場合の取扱い、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格 

  性の審査の取扱いについて、公告本文（２、３（４）、９、１０（１０）及び１０  

  （１１））に記載があるので留意すること。 

（２）綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事（建築工事）の請負契約の締結が 

  横浜市会平成２９年第４回定例会において可決されないときは、この入札を中止する 

  ことがある。 

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市調達公告第389号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり「日野川改修工事」ほか７件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお 

 いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２ 

  項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）第３条 

  第１項により定める資格を有する者であること。 

 (2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（以下「有資格者名簿」という。）に 

  登載されている者であること。 

 (3) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

  い者であること（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。 

   なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

  ア 主たる営業所の所在地 

    有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

  イ 優良工事表彰事業者 

    横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

  ウ 工事成績 

    工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、 

   横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び 

   横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点 

   （工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象 

   とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう 

   。なお、工種「ほ装」の工事の工事完成結果通知書の評定点は、工種「舗装」のものとする。 

  エ 発注者別評価点（主観点） 

    平成29・30年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点 

   （主観点）をいう。 

  オ 横浜型地域貢献企業 

    横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

  カ 建設機械所有事業者 

    ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー 

   クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ 

   車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 

   の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下 

   「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期 

   間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を 

   いう。 

  キ 災害協力事業者 

    災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

    ク 施工実績 

    工事の施工実績（本市が発注した工事の場合、工事成績が65点以上のものに限る。）をいう。 

  ケ 技術力結集型共同企業体 

    各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

  コ 技術修得型共同企業体 

    市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
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 (6) その他、詳細については横浜市契約規則、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係） 

  （以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」という 

  。）等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより 

  入札保証金の納付を求める場合及び８(13)に定める場合を除く。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書（合併入札の場合に 

      は、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）をダウンロードすること。 

  イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書（合併入札の場 

   合には、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）を購入しなければならない。設計図書の購入先 

   及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期間において、工事担当課におい 

   て設計図書を閲覧に供する。 

  ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

 (3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

 (1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

 (3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

 (4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書（合併入札の場合には、当該合併入札 

  に係る全ての工事費内訳書）を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付す 

  ること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照すること。また、工事費内訳書の合計 

  金額は、入札金額と一致させること。 

   なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下 

  「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等 

  の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ 

  、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に 

  １円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者 

  は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希 

  望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 有資格者名簿における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内 

  訳書の提出をした者が行った入札 

 (5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書４の各号に該当する入札 

 (6) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

 (7) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

 (8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同 

  企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

 (9) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行っ 
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  た場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

 (10) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同 

  組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

 (1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者 

  に通知する。 

 (2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者 

  のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ 

  た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

 (3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する 

  積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ 

  り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (4) 落札決定を保留した後、 落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

 (5) (4)に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、 

   入札参加者にその旨を通知する。 

  イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と 

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(4) の入札参加資格の確認を行う 

   。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 (6) (4) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類を、落札候 

  補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連 

  絡した日）から翌開庁日の午後５時までの間に財政局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指 

  示に従わなければならない。上記期間内に書類が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該 

  落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5) イの手続により落札者を決定する。 

 (7) (5) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当 

  該落札候補者に通知する。 

 (8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要 

  綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止 

  を除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格を 

  もって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ 

  る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも 

  って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の 

  予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方 

  法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。 

 (2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。 

 (3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

 (1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

   なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

 (2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい 

  て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定 

  する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工事ごとに定め 

  る前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の 

  ４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定 

  する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を 

  当該会計年度ごとに支払う。 

 (3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当 

  該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

８ その他 
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 (1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否 

  かは、工事ごとに明示する。 

 (2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結 

  する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

 (3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この 

  場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

 (4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術 

  者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、工事ごとに定める 

  入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで 

  ない。また、工場製作を含む工事については、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間とで技術者 

  を変更することができる。なお、工場製作のみが行われる期間においては、同一工場内で他の同種工事 

  に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作が可能な場合は、同一人が各製作を一括して管理すること 

  ができる。 

 (5) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。 

 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

 (7) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第 

  １項の規定により、指名停止を行う。 

  ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

    ただし、落札候補者等となった入札（政府調達協定の対象となるものを除く。）の開札日から落札 

      候補（予定）者通知日までの間に、他の本市発注工事の入札の落札候補者等となったことにより、落 

      札候補（予定）者通知日の翌開庁日午後５時までに、落札者となることを辞退した場合は、指名停止 

      に該当しない（一般競争入札（条件付）における資格確認書類を既に提出している場合を除く。）。 

      この場合、辞退は、入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も遅いものから順に行わなけ 

      ればならない。      

  イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

 (8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、入札取扱要綱第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を 

  行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、当該工事（合併入札の場合 

  には、当該合併入札に係る全ての工事）の契約は締結しないものとする。 

 (9) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代 

  理人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、入札取扱 

  要綱第25条第１項第８号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

   ただし、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ 

  れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

  ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 

   3,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は7,000万円）未満のとき。 

  イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方 

   消費税相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であるとき。 

  ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費 

   税相当額を含む。）の合計が7,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の 

   工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税 

   相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であること。 

   なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない 

  旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費 

  税相当額を含む。）が3,500万円（工種「建築」の場合は7,000万円）以上となった工事請負契約につい 

  ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

  (10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成29・30年度の横浜 

  市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され 

  ているもの。）における当該工事と同工種の最高請負実績額が、次のア及びイに定める金額のいずれに 

  おいても当該工事の工事費（消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。なお、合併入札の場合に 

  は、当該合併入札に係る全ての工事費の合計）に満たない者（共同企業体の場合は、ア及びイのいずれ 

  か大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員の当該算定した額を合計した金額が当該工事の工事費に満 

  たない者。）は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意するこ 
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  と。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

  ア 元請の場合、最高請負実績額を１０分の６で除して得た額 

  イ 下請の場合、最高請負実績額を１０分の８で除して得た額 

 (11) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けている 

  者（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）は、入札取扱要綱第25条第１項第１号 

    に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

  (12)適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、当該工事と同一管内かつ同種 

    の工事（以下「同種の管内一円工事」という。）を契約している者（落札決定通知書の送付を受けてい 

    るときを含む。）は、入札取扱要綱第25条第１項第12号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す 

    ること。この場合において同種の管内一円工事とは、同一工事件名（ただし、その○○や○○‐○など 

    の通し番号は除く。）のものをいう。なお、請負工事検査事務取扱規程第２条の２第１号に規定する完 

    成検査、水道局検査規程第３条第１号に規定する完成検査及び交通局検査規程第３条第１号に規定する 

    完成検査が、審査基準日の前日までに完了している場合は含まないものとする。 

 (13) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜 

  市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定 

  書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課あて 

  の書留郵便により郵送し、又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜 

  市のホームページを参照すること。 

 (14) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜 

  市条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する 

  。 

 (15) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則 

  、入札取扱要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等に定めるところによ 

  るものとする。 

  (16) 積算基準月が平成29年２月以前の工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成29年３月）に伴う 

    特例措置」（平成29年２月28日 横浜市ホームページ ヨコハマ・入札のとびら掲載）の対象工事であ 

    る。入札の際は、設計図書にて確認すること。 
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契約番号 １７１２０１０１３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日野川改修工事 

施工場所 
港南区日野七丁目３番１１号地先から３番４５号地先まで 

工事概要 

護岸工Ｌ＝４０ｍ 

工期 契約締結の日から２７６日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８６０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７１２０１０１３０ 

工事件名 
日野川改修工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）入札取扱要綱第２５条第１項第７号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書の 

  送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けている 

  ときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了してい 

  る場合はこの限りでない。）。 

   平成２８年度日野川改修工事 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １７２１０１０５６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部水再生センター水処理施設（２０系列）最初沈殿池等防食等整備工事（その３） 

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地 

工事概要 

防食工一式、覆蓋工一式 

工期 契約締結の日から平成３１年 ３月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）平成１４年４月１日以降に完成した、コンクリート構造物の補修工事の元請として 

  の施工実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の 

  場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （４）施工実績調書 

（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実績を証明す 

る契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ５回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）特記仕様書において、「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マ 

  ニュアル」を準拠することについて定めがあるので留意すること。 

工事担当課 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８５０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７１４０１０１１８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（その８４・アスファルトマスチ

ック補充工） 

施工場所 
中区南本牧４番の１地先公有水面 

工事概要 

アスファルトマスチック補充工９ｍ３、アスファルトマスチックブロック設置工７８ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成３０年 ３月３０日まで 

予定価格 ６２，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区又は保土ケ谷区内 

  のいずれかであること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置 

する場合は、（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証 

明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し（裏面 

に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 

） （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被 

保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 港湾局建設第二課 電話 ０４５－６７１－７２３３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第102号 平成29年12月12日発行 

22 

 

契約番号 １７１４０１０１２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ふ頭内地区整備工事（２９－３） 

施工場所 
中区山下町２７９番地１ 

工事概要 

防舷材撤去工１５基、防舷材設置工１５基 

工期 契約締結の日から平成３０年 ３月３０日まで 

予定価格 ９０，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時４７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 港湾局建設第一課 電話 ０４５－６７１－７３０４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７７１０１０２８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
左近山特別支援学校（仮称）校舎棟改修工事（建築工事） 

施工場所 
旭区左近山１，０１０番地の２ 

工事概要 

校舎棟改修工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成３１年 １月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１８日（木）午前 ９時１７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７７１０１０２８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
左近山特別支援学校（仮称）整備工事（衛生設備工事） 

施工場所 
旭区左近山１，０１０番地の２ 

工事概要 

スロープ棟増築工（ＲＣ造（一部Ｓ造）、地上４階建、延床面積９４２．８３ｍ２）、プ 

ール棟増築工（ＲＣ造、地上３階建、延床面積８０２．４７ｍ２）、オーバーブリッジ棟 

増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積１７６．８４ｍ２）、渡り廊下棟増築工（Ｓ造、平 

屋建、延床面積８０．３９ｍ２） ほかの建築工事に伴う衛生設備工事一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成３１年 １月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること（ただし、代表構成員以外の構成

員は、国家資格を有する主任技術者でも可とする。）。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次を全て満たす技術力結集型共同企業体であること（名称は「○○建設共同企業体」とす 

る。詳細は公告本文１（４）参照。）。 

（１）構成員の数は２者とし、出資比率は各構成員１０分の３以上であるとともに、代表 

  構成員がその共同企業体構成員中最大であること。 

（２）構成員の組合せは、入札参加資格を満たす者による組合せであること。 

（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。なお、代表構成員以外の構成員で主任技術者を配置する場合は、（１）に 

記載した国家資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）） 

 （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保 

険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （４）共同企業体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１８日（木）午前 ９時１６分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐、最高請負実績額に係る適格性の審査並びに特 

定ＪＶ登録及び共同企業体協定書兼委任状の提出について、公告本文（３（４）、８（９ 

）、８（１０）及び８（１３））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７７１０１０２７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大曽根小学校増築その他工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 
港北区大曽根二丁目３１番１号 

工事概要 

校舎棟増築工（ＲＣ造、地上３階建、延床面積２，２０２．８８ｍ２） ほかの建築工事 

に伴う空調衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成３１年 ２月２２日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置 

する場合は、（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証 

明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し（裏面 

に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 

） （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被 

保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時１６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９８０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７７１０１０２８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 
港北区綱島西三丁目１４２番地の６２ 

工事概要 

通級棟増築工事（ＲＣ（一部Ｓ造）、地上４階建、延床面積３，１４３．１１ｍ２）  

ほかの建築工事に伴う空調衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成３１年 ３月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）平成２９年度の災害協力事業者であること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時１７分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事（建築工事）の請負契約の締結が 

  横浜市会平成２９年第４回定例会において可決されないときは、この入札を中止する 

  ことがある。 

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９８０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市調達公告第390号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

南部水再生センター水処理施設等保守点検業務委託 一式 

(2) 業務内容 

入札説明書による。 

(3) 履行期間 

 ア 履行期間（平成30年度分） 

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 イ 総履行期間 

平成30年４月１日から平成33年３月31日まで 

（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約） 

(4) 履行場所 

横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センターほか６か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における委託料の総価により行う。 

(6) その他 

本案件は、電子入札案件とする。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）

（以下「運用基準」という。）によること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する

ことにより紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「施設運転管理・

保守」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成29年12月21日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

(4) 平成20年４月１日以降に公共下水道施設又は流域下水道施設の水処理（高度処理又は標準活性汚泥

法）の運転管理を伴う保守点検を元請として、１年間以上継続して履行した実績（共同企業体の実績

の場合は、代表構成員としての実績に限る。）を有する者であること。（平成30年３月31日までの履

行予定のものを含む。） 

３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   

(1) 申請期限 

平成29年12月21日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
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横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

渡辺 電話045(671)2250（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同じ

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成30年１月10日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

  〒235-0017 磯子区新磯子町39番地 

    横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター 

      電話 045(761)5251（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成30年１月25日から平成30年１月29日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、最終日は午後５時まで。） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成30年１月30日午前11時 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成30年１月29日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

平成30年１月30日午前11時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者によ

り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲
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内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

ア この契約は、平成30年度横浜市各会計予算が平成30年３月31日までに横浜市議会において可決さ

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

イ この契約は地方自治法234条の３に基づく長期継続契約であるため、本件契約の締結日の属する年

度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は削除された場合は、横浜市は

、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。また、受託者は、本件契約に係る横

浜市の歳出予算が減額又は削除されたことにより、本市が本件契約を解除した場合において、本市

が翌年度以降に支払いを予定していた委託料について請求することはできないものとする。また、

受託者は、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があったことにより、本市が本件契約を変更又は

解除した場合に生じた損害の賠償について本市に請求することはできない。 

 (4) 本契約は委託契約約款第22条第１項の適用対象契約である。委託契約約款第22条第１項に関する事

項は、委託契約約款第22条第１項の運用に係る説明書に定めるところによる。 

(5) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Maintenance Check of the Water Processing Facilities of  

  Nambu Wastewater Treatment Plant of Yokohama City 

(2) Deadline for the tender: 11：00 a.m.30,January,  2018(Japan Standard Time) 

    *For details, see the description of the tender 

(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures 

(4) Contact point for the notice: Second Contract Division, Finance Bureau, City of Yokohama 

, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671) 2250 
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横浜市調達公告第391号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成29年12月12日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    本市施設産業廃棄物処分業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

受託者処理施設 

 (5) 入札方法 

この入札は、概算数量の総価により行う。 

(6) その他 

本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）

（以下「運用基準」という。）によること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する

ことにより紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「廃棄物処理」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成29年12月21日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 当該業務の履行に必要な、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）による産業

廃棄物処分業の許可を受けている者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 

(1) 申請期限 

平成29年12月21日午後５時 

 (2) 提出書類、提出方法及び提出期間  

   入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

高橋 電話 045(671)2186（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 
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(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成30年１月10日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市資源循環局事業系対策部一般廃棄物対策課（松村ビル８階） 

電話 045(671)2507（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

  入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成30年１月25日から平成30年１月29日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、最終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成30年１月30日午前10時30分 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成30年１月29日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成30年１月30日午前10時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により

当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲

内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
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行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成30年度横浜市各会計予算が平成30年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Disposal of industrial wastes from the facilities of the 

City of Yokohama 

(2) Deadline for the tender: 10:30 a.m., January, 2018 (Japan Standard Time) 

* For details, see the description of the tender. 

(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures. 

(4) Contact point for the notice: Second Contract  Division, Finance Bureau ， City of 

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2186 
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横浜市調達公告第392号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「大黒ふ頭緩衝緑地除草及び伐採業務委託（その２）」ほか９件の契約について、一般競

争入札を行う。 

平成29年12月12日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をす

べて満たしていなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を

有する者であること。 

(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）（以下「有資格者名簿」と

いう。）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

ア 横浜型地域貢献企業 

横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

イ 災害協力事業者 

災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横浜市

電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるとこ

ろによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 設計図書の交付等 

(1) 設計図書の交付 

設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」

という。）を含まないものとして計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウン

ロード可能。）を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契

約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前（ただし、休日等を含まないものとして計算

することとする。）の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（休日等を除く。）において、電子入札システムにより入札書を

提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 落札決定にあたっては、別途指定がある場合を除き入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札

価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
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かを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) ７(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求められている者が行った委託契約に関する入札

保証金の取扱いに係る説明書４の各号に該当する入札  

(4) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(8) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(9) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、最低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で最

低制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「最低」は「最高」と、読み替えるものとする

。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって

入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第６号ま

で、第13号及び第14号に定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるか

を確認するものとする。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札候補者とし

、入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効とす

る。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした

者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り

返す。 

(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者が２人以上

あるときは、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者につい

て、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21

条第７号から第12号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者である

かを確認するものとする。 

(5) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし

、入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効

とする。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札を

した者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り

返す。 

(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者

がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないとき
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は再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すで

に無効の入札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最低制限価格未満の入札をした者の入

札は認めない。 

(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

た日）の２日後（ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時までに電

子メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出し、

また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又

は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続によ

り落札者を決定する。 

(8) (5)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当

該落札候補者に通知する。 

(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市指名停止等措置要綱第２条第１項、第

３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による指名停止を除く。）には、その者を落札

者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札し

た者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、契約ごとの注意事項に、委託契約に関する入札保証金制度

適用案件である旨の記載がある契約（以下「入札保証金制度適用案件」という。）については、入札

期間の末日の１年前から入札期間の末日までの間に他の入札保証金制度適用案件において９(4)又は９

(6)に該当して指名停止が開始された者に入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証

等をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った場合は

、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類は、入札期間中に契約第二課に提出するこ

と。入札保証及び入札保証保険の期間は、契約ごとの注意事項に別の記載がある場合を除き、開札予

定日から３週間を含んだ日とする。その他の入札保証金に関する事項は委託契約に関する入札保証金

の取扱いに係る説明書に定めるところによる。  

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場

合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額

（長期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある

。 

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13

条第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停

止を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第

23条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定

された場合は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 落札決定後、正当な理由なく契約の辞退を行った場合、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定に

より、指名停止を行う。  

(7) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、

又は解除することができるものとする。 

(8) 入札保証金制度適用案件において９(4)又は９(6)に該当して指名停止となった者には、その指名停
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止が開始された日が入札期間の末日の１年前から入札期間の末日までの間に含まれる他の入札保証金

制度適用案件について、入札保証金の納付を求める。  

(9) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競

争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参

加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １７１４０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭緩衝緑地除草及び伐採業務委託（その２） 

納入／履行場所 
鶴見区大黒ふ頭１５番地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成３０年 ３月１６日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２６日（火）午後 ０時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２６日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①本件は、入札の不調による再度の発注である。 

②本件は、委託契約に関する入札保証金制度適用案件である。詳細は公告本文５(3)、７( 

1)ただし書き、９(4)、９(6)及び９(8)並びに委託契約に関する入札保証金の取扱いに係 

る説明書に定めるところによる。 

③入札期間の終期である午後０時００分は正午を指す。 

発注担当課 港湾局建設第一課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７２１０３０３３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日本大通りほか３路線街路樹維持管理業務委託（その２） 

納入／履行場所 
中区日本大通り１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成３０年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２６日（火）午後 ０時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２６日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①本件は、委託契約に関する入札保証金制度適用案件である。詳細は公告本文５(3)、７( 

1)ただし書き、９(4)、９(6)及び９(8)並びに委託契約に関する入札保証金の取扱いに係 

る説明書に定めるところによる。 

②入札期間の終期である午後０時００分は正午を指す。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７２１０３０３３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末吉ポンプ場継電器等電気設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局末吉ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成３０年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２６日（火）午後 ０時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２６日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①本件は、入札の不調による再度の発注である。 

②本件は、委託契約に関する入札保証金制度適用案件である。詳細は公告本文５(3)、７( 

1)ただし書き、９(4)、９(6)及び９(8)並びに委託契約に関する入札保証金の取扱いに係 

る説明書に定めるところによる。 

③入札期間の終期である午後０時００分は正午を指す。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７２１０３０３４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑水再生センター継電器等電気設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局都筑水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成３０年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２６日（火）午後 ０時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２６日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①本件は、委託契約に関する入札保証金制度適用案件である。詳細は公告本文５(3)、７( 

1)ただし書き、９(4)、９(6)及び９(8)並びに委託契約に関する入札保証金の取扱いに係 

る説明書に定めるところによる。 

②入札期間の終期である午後０時００分は正午を指す。 

発注担当課 環境創造局都筑水再生センター 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７４４０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車）（ニッサン ステーションワゴン）１台の売払 

納入／履行場所 
都筑区福祉保健課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成３０年 ２月 ７日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

①当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

②古物営業の許可を受けている者 

③使用済自動車の再資源化等に関する法律第４２条第１項に規定する引取業登録のある者 

④自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターに引取業者として登録されている者 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

②古物商許可証の写し 

③引取業登録があることがわかる書類等の写し 

④引取業者としての自動車リサイクルシステムのシステム登録完了通知書の写し。ただし 

、自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターのホームページで引取業者として確 

認できる者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２６日（火）午後 ０時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２６日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札期間の終期である午後０時００分は正午を指す。 

②売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をするこ 

と。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、売払契約約款（平成 29年２月）及び仕様書に記載されたとおりと 

する。 

発注担当課 都筑区福祉保健課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７７１０２０２９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
移動作業台（ドライ仕様） ２台ほか 同等品可（港北小学校） 

納入／履行場所 
横浜市立港北小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成３０年 ２月 ９日から平成３０年 ２月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第５位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品の供給について、メーカー・販売代理店等の証明を受けている者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含まな 

いものとして計算することとする。）の午後１時までに同等品に関する申告書等の資料を 

電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課 

へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７７１０２０２９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
移動作業台（ドライ仕様） ２台ほか 同等品可（西前小学校） 

納入／履行場所 
横浜市立西前小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成３０年 ２月 ９日から平成３０年 ２月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第５位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品の供給について、メーカー・販売代理店等の証明を受けている者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含まな 

いものとして計算することとする。）の午後１時までに同等品に関する申告書等の資料を 

電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課 

へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７７１０２０２９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
球根皮剥機（新日本厨機） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市立大岡小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成３０年 ２月 ９日から平成３０年 ２月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第５位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品の供給について、メーカー・販売代理店等の証明を受けている者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含まな 

いものとして計算することとする。）の午後１時までに同等品に関する申告書等の資料を 

電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課 

へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７７１０２０２９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
配膳台（スチール折りタタミ式・両袖型） １７台 

納入／履行場所 
横浜市立みなとみらい本町小学校（西区高島一丁目２番３号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成３０年 ３月 １日から平成３０年 ３月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第５位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品の供給について、メーカー・販売代理店等の証明を受けている者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １７７１０２０２９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食用ガス瞬間湯沸器 ５０～５５号 ２台ほか 

納入／履行場所 
横浜市立瀬戸ケ谷小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成３０年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第５位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品の供給について、メーカー・販売代理店等の証明を受けている者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２９年１２月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２９年１２月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２９年１２月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第102号 平成29年12月12日発行 

47 

 

 

横浜市調達公告第393号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行   

 次のとおり一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

契約事務受任者 

横浜市教育委員会事務局 

教育次長 小 林   力  

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

横浜市日吉台小学校ほか10校で使用する電力 約1,457,000キロワットアワーの供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 

(3) 供給期間 

平成30年４月１日から平成30年12月31日まで 

(4) 供給場所 

  横浜市立日吉台小学校ほか10校（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(6) その他 

本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）

（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス

」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 29 年 12 月 21 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基

づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   

(1) 申請期限 

平成29年12月21日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

 (3) 提出場所（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局総務部総務課（関内駅前第一ビル４階） 

(4) 前項第２号に規定する登録に係る書類の提出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

 (5) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所 

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階） 
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 (6) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局総務部総務課（関内駅前第一ビル４階） 

中田 電話045(671)3292（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成30年１月12日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局総務部総務課 

電話 045(671)3292（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

  入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 30 年１月 23 日から平成 30 年１月 25 日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。

ただし、最終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 30 年１月 26 日午前 11 時 15 分 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 30 年１月 25 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

平成30年１月26日午前11時15分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成30年度横浜市各会計予算が平成30年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:  

Supply a total of approximately 1,457,000 Kilowatt hours of electricity to Hiyoshidai 

Elementary School and 10 other public schools in Yokohama. 

(2) Deadline for the tender: 11:15 a.m. 26, January, 2018 (Japan Standard Time） 

*For details, see the description of the tender 

(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures 

 (4) Contact point for the notice: General Affairs Division, Board of Education Secretariat,  

City of Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045-671-3292 
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横浜市調達公告第394号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成29年12月12日 

                                契約事務受任者 

    横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

番 

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当該入

札公告

を行っ

た日 

随意契約

の理由 

１ 平成 29 年度確

定申告書情報等

管理システムＡ

ＳＰサービス提

供業務（平成30

年度定期課税用

）一式 

財政局主税部

税務課 

中区港町１丁

目１番地 

平 成 29

年 10 月 

５日 

株式会社インテッ

ク 

東京都江東区新砂

１丁目３番３号 

円 

8,262,000 

一 般 競

争入札 

平成 29

年８月

１日 

－ 
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水道局調達公告第143号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり「小雀浄水場無停電電源設備更新工事」ほか１件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 山 隈 隆 弘 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお 

 いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する横 

  浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の 

  規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）第３条第１ 

  項により定める資格を有する者であること。 

 (2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（以下「有資格者名簿」という。）に 

  登載されている者であること。 

 (3) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

  い者であること（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。 

   なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

  ア 主たる営業所の所在地 

    有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

  イ 優良工事表彰事業者 

    横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

  ウ 工事成績 

    工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、 

   横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び 

   横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点 

   （工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象 

   とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう 

   。なお、工種「ほ装」の工事の工事完成結果通知書の評定点は、工種「舗装」のものとする。 

  エ 発注者別評価点（主観点） 

    平成29・30年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点 

   （主観点）をいう。 

  オ 横浜型地域貢献企業 

    横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

  カ 建設機械所有事業者 

    ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー 

   クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ 

   車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 

   の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下 

   「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期 

   間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を 

   いう。 

  キ 災害協力事業者 

    災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

    ク 施工実績 

    工事の施工実績（本市が発注した工事の場合、工事成績が65点以上のものに限る。）をいう。 

  ケ 技術力結集型共同企業体 

    各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

水 道 局 
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  コ 技術修得型共同企業体 

    市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

 (6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、入札取扱要綱、横浜市請負工事等総合評価落札方式 

  実施要綱（以下「総合評価実施要綱」という。）、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）（以下「 

  運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」という。）等に 

  定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札参加者は、工事ごとの総合評価落札方式実施要領書（以下「実施要領書」という。）に定めると 

  ころにより、技術資料を財政局契約第一課へ提出すること。 

   なお、提出後の技術資料の修正及び追加等は、提出期間内であっても認めない。 

 (2) 設計図書及び実施要領書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書（合併入札の場合に 

   は、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）及び実施要領書をダウンロードすること。 

  イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書（合併入札の場 

   合には、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）を購入しなければならない。設計図書の購入先 

   及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期間において、工事担当課におい 

   て設計図書を閲覧に供する。 

  ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

 (3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

 (1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

 (3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

 (4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書（合併入札の場合には、当該合併入札 

  に係る全ての工事費内訳書）を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付す 

  ること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照すること。また、工事費内訳書の合計 

  金額は、入札金額と一致させること。 

   なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下 

  「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等 

  の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ 

  、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に 

  １円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者 

  は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希 

  望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す 

  る入札 

 (2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 技術資料の提出をしない者が行った入札、又は実施要領書の定めに従わない技術資料を提出した者が 

  行った入札 

 (4) 有資格者名簿における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内 

  訳書の提出をした者が行った入札 
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 (6) ７(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書４の各号に該当する入札 

 (7) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

 (8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

 (9) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同 

  企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

 (10) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行 

  った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

 (11) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同 

  組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

５ 技術資料の審査及び技術評価点の算出 

  技術資料の審査及び技術評価点の算出については、工事ごとに定める実施要領書に基づき行う。 

６ 落札予定者の決定、入札参加資格の確認及び落札者の決定 

 (1) 開札後、調査基準価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者 

  に通知する。 

 (2) ５により算出した入札者ごとの技術評価点及び入札価格を基に、実施要領書に定める方法により、評 

  価値を算出する。 

 (3) 次に掲げる要件を全て満たす入札者のうち、(2) により算出した評価値が最も高い者を落札予定者と 

  する。 

  ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

  イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で定める欠格要件のいずれにも該当していないこと。 

  ウ 評価値が、標準点を予定価格（単位：億円）の108分の100で除して得た数値を下回っていないこと 

   。 

 (4) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満であり、横浜市工事請負契約に係る低入 

  札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）第４条第１項第４号に定める基準（以下「失格基準」 

  という。）に該当する場合には、その者を落札者としない。この場合、(3) の要件を全て満たす者のう 

  ち、次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

 (5) 失格基準に該当した者を除き、評価値の同じ落札予定者が２者以上あるときは、当該落札予定者にく 

  じを引かせて落札予定者１者を決めるものとする。この場合、当該落札予定者のうちくじを引かない者 

  があるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせ落札予定者を決定す 

  るものとする。 

 (6) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する 

  積算疑義申立て期間終了後、落札予定者、落札予定者の入札価格及び(2) により算出した落札予定者の 

  評価値を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (7) 落札決定を保留した後、落札予定者が入札参加資格を満たすものであるかを確認する。 

 (8) (7）の入札参加資格の確認の結果により、落札予定者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 当該落札予定者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、 

   入札参加者にその旨を通知する。 

  イ 当該落札予定者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と 

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち次に評価値の高い 

   者を新たに落札予定者とし、（7）の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様 

   の手続を繰り返す。 

 (9) （7）の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札予定者は、工事ごとに定める提出書類等を、別 

  に指定した日時までに財政局契約第一課へ提出し、また確認のための指示に従わなければならない。指 

  定した期限までに書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札予定者は入札参加 

  資格を満たす者でないとし、（8）イの手続により落札者を決定する。 

 (10)（8）イの手続により、落札予定者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、 

  当該落札予定者に通知する。 

 (11) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満であり、失格基準に該当しない場合 

  は、（7）の入札参加資格の確認とあわせて総合評価実施要綱第13条第２項に定めるとおり、低入札要 

  綱に定める調査を行う。 
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 (12) (11) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない 

  おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな 

  るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲 

  内の価格をもって入札した他の者のうち次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

 (13) (11) の調査にあたっては、当該落札予定者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日 

  時までに財政局契約第一課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記の 

  期限までに書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(12) に該当するものとし、当該 

  落札予定者を落札者としないものとする。 

 (14) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、低入札要綱第４条の２ 

  第１号に定める技術者を、（9）により提出された入札参加資格確認資料に記載した技術者とは別に、 

  施工現場に専任で１名以上配置しなければならない（特定建設共同企業体の場合、代表者となる構成員 

  から１名以上配置すること。）。この場合、当該技術者について、配置技術者（変更）届出書（第６号 

  様式）及び必要書類を別に指定した日時までに財政局契約第一課へ提出すること。 

 (15) (13) に定める書類は、３(4) に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること 

  。対応した書類の提出がない場合には、(12) に該当するものとし、当該落札予定者を落札者としない 

  ものとする。 

 (16) 落札者の決定にあたって、総合評価実施要綱第５条第３項で定める学識経験者の意見聴取を行った 

  場合は、その結果を考慮し、落札予定者を落札者として決定する。 

 (17) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札予定者が指名停止等措置 

  要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停 

    止を除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者の 

    うち次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ 

  る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも 

  って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の 

  予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方 

  法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。 

 (2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。 

 (3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。 

８ 契約金の支払方法 

 (1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

   なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

 (2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい 

  て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条 

  第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工 

  事ごとに定める前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予 

  定額の10分の４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、横浜市水道局公共工事の前払金に関す 

  る規程第２条第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予 

  定額の10分の２以内の額を当該会計年度ごとに支払う。 

 (3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当 

  該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

 (1) ７(3) の規定にかかわらず、入札参加要領第27条第１項に定める契約保証金の額は、契約金額の 

  100分の30以上とする。 

 (2) ８(2) の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契 

  約を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とあ 

  る場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払 

  う。なお、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条第２項に規定する前払金(中間前払金)は 

  支払わない。 

 (3) 契約金額にかかわらず、横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第11条第１号に定める工種を主たる 

  工種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 
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 (4) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。 

10 その他 

 (1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否 

  かは、工事ごとに明示する。 

 (2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結 

  する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

 (3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この 

  場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

 (4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術 

  者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、工事ごとに定める 

  入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで 

  ない。また、工場製作を含む工事については、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間とで技術者 

  を変更することができる。なお、工場製作のみが行われる期間においては、同一工場内で他の同種工事 

  に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作が可能な場合は、同一人が各製作を一括して管理すること 

  ができる。 

 (5) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。 

 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

 (7) 入札に参加した者は、入札締切後、正当な理由なく落札者となることを辞退することはできないもの 

  とする。 

 (8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第 

  １項の規定により、指名停止を行う。 

  ア 落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

    ただし、落札候補者等となった入札（政府調達協定の対象となるものを除く。）の開札日から落札 

      候補（予定）者通知日までの間に、他の本市発注工事の入札の落札候補者等となったことにより、落 

      札候補（予定）者通知日の翌開庁日午後５時までに、落札者となることを辞退した場合は、指名停止 

      に該当しない（一般競争入札（条件付）における資格確認書類を既に提出している場合を除く。）。 

      この場合、辞退は、入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も遅いものから順に行わなけ 

      ればならない。 

  イ 落札予定者となった者が、６(9) に定める書類の提出をしない場合 

  ウ 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札予定者となった者が、低入札要綱第 

   ３条第３項及び第４条第１項第１号に該当した場合（ただし、資料に不備等があることのみにより同 

  号に該当した場合を除く。） 

 (9) ６(7) の入札参加資格の確認とあわせて、入札取扱要綱第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を 

  行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、当該工事（合併入札の場合 

  には、当該合併入札に係る全ての工事）の契約は締結しないものとする。 

 (10) (9)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代 

  理人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、入札取扱 

  要綱第25条第１項第８号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

   ただし、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ 

  れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

  ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 

   3,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は7,000万円）未満であるとき。 

  イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方 

   消費税相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であるとき。 

  ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費 

   税相当額を含む。）の合計が7,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の 

   工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税 

   相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であること。 

   なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない 

  旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費 

  税相当額を含む。）が3,500万円（工種「建築」の場合は7,000万円）以上となった工事請負契約につい 

  ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 
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  (11) (9)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成29・30年度の横浜 

  市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され 

  ているもの。）における当該工事と同工種の最高請負実績額が、次のア及びイに定める金額のいずれに 

  おいても当該工事の工事費（消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。なお、合併入札の場合に 

  は、当該合併入札に係る全ての工事費の合計）に満たない者（共同企業体の場合は、ア及びイのいずれ 

  か大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員の当該算定した額を合計した金額が当該工事の工事費に満 

  たない者。）は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意するこ 

  と。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

  ア 元請の場合、最高請負実績額を１０分の６で除して得た額 

  イ 下請の場合、最高請負実績額を１０分の８で除して得た額 

 (12) (9)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けている 

  者（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）は、入札取扱要綱第25条第１項第１号 

    に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

  (13)適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、当該工事と同一管内かつ同種 

    の工事（以下「同種の管内一円工事」という。）を契約している者（落札決定通知書の送付を受けてい 

    るときを含む。）は、入札取扱要綱第25条第１項第12号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す 

    ること。この場合において同種の管内一円工事とは、同一工事件名（ただし、その○○や○○‐○など 

    の通し番号は除く。）のものをいう。なお、請負工事検査事務取扱規程第２条の２第１号に規定する完 

    成検査、水道局検査規程第３条第１号に規定する完成検査及び交通局検査規程第３条第１号に規定する 

    完成検査が、審査基準日の前日までに完了している場合は含まないものとする。 

 (14) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜 

  市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定 

  書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課あて 

  の書留郵便により郵送し、又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜 

  市のホームページを参照すること。 

 (15) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の 

  前払金に関する規程、入札取扱要綱、総合評価実施要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取 

  扱いに係る説明書等に定めるところによるものとする。 

  (16) 積算基準月が平成29年２月以前の工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成29年３月）に伴う 

    特例措置」（平成29年２月28日 横浜市ホームページ ヨコハマ・入札のとびら掲載）の対象工事であ 

    る。入札の際は、設計図書にて確認すること。 
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契約番号 １７５２０１０３６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場無停電電源設備更新工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地 

工事概要 

【総合評価落札方式（簡易型）対象工事】 

無停電電源設備（出力７５ｋＶＡ、インバータ盤、充電器盤及び蓄電池盤）製作・据付工 

一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成３１年 ３月１５日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

企業規模 - 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）平成１４年４月１日以降に完成した、出力４０ｋＶＡ以上の無停電電源設備工事  

  （新設、増設又は更新工事に限る。蓄電池交換のみは除く。）の元請としての施工実 

  績を有すること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （４）施工実績調書 

（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実績を証明す 

る契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 ２月 １日（木）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、総合評価落札方式に 

おける入札参加手続、工事費内訳書の作成及び提出、調査基準価格未満で入札した場合の 

取扱い、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査の取扱 

いについて、公告本文（２、３（４）、９、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 

るので留意すること。 

工事担当課 水道局設備課 電話 ０４５－３３７－０８４１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７５２０１０３６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野庭線口径７００ｍｍ配水管布設替工事（その３） 

施工場所 
港南区港南台一丁目６番２９号地先から港南台二丁目２４番１３号地先まで 

工事概要 

【総合評価落札方式（簡易型）対象工事】 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ３００ｍｍ～Φ７００ｍｍ、Ｌ＝９９．５ｍ）、 

泥濃式推進工（Φ９００ｍｍ、Ｌ＝１７２ｍ）、 

ダクタイル鋳鉄管挿入工（Φ７００ｍｍ、Ｌ＝１７５ｍ）、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から４６０日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

提出書類 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 ２月 １日（木）午前 ９時１６分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、総合評価落札方式に 

おける入札参加手続、工事費内訳書の作成及び提出、調査基準価格未満で入札した場合の 

取扱い、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査の取扱 

いについて、公告本文（２、３（４）、９、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 

るので留意すること。 

工事担当課 水道局南部方面工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７５２０１０３６１ 

工事件名 
野庭線口径７００ｍｍ配水管布設替工事（その３） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）管径８００ｍｍ以上の密閉型推進工事の元請としての施工実績を有すること。 

（２）管径８００ｍｍ以上の密閉型推進工事の元請としての施工経験を有する推進工事技 

  士（公益社団法人日本推進技術協会の資格を有する技術者）を施工現場に専任で配置 

  すること（監理技術者との兼任可）。 

   なお、当該推進工事技士は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的 

  かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過した者でであるこ 

  と。 

 ※ 施工実績及び配置技術者の施工経験は、いずれも平成１４年４月１日以降に完成し 

  た工事に限る。なお、当該施工実績及び施工経験が共同企業体の構成員としての実績 

  の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 

（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

 

 

【提出書類】 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。推進工事技士については、 

  その他の資格番号欄に推進工事技士の番号を、工事経験欄に入札参加資格に定められ 

  た施工経験を記入すること。）  

（２）推進工事技士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健 

  康保険証の写し）  

（３）監理技術者資格者証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技 

  術者講習修了証の写しを添付すること。）  

（４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険 

  者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  

（５）施工実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せ  

  て、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第144号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり「工業用水道 弁天町口径800ｍｍ配水管更新工事に伴う試掘工事（その３）」ほか４件の工

事について、一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 山 隈 隆 弘 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお 

 いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する横 

  浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の 

  規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）第３条第１ 

  項により定める資格を有する者であること。 

 (2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（以下「有資格者名簿」という。）に 

  登載されている者であること。 

 (3) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

  い者であること（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。 

   なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

  ア 主たる営業所の所在地 

    有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

  イ 優良工事表彰事業者 

    横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

  ウ 工事成績 

    工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、 

   横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び 

   横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点 

   （工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象 

   とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう 

   。なお、工種「ほ装」の工事の工事完成結果通知書の評定点は、工種「舗装」のものとする。 

  エ 発注者別評価点（主観点） 

    平成29・30年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点 

   （主観点）をいう。 

  オ 横浜型地域貢献企業 

    横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

  カ 建設機械所有事業者 

    ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー 

   クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ 

   車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 

   の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下 

   「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期 

   間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を 

   いう。 

  キ 災害協力事業者 

    災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

    ク 施工実績 

    工事の施工実績（本市が発注した工事の場合、工事成績が65点以上のものに限る。）をいう。 

  ケ 技術力結集型共同企業体 

    各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

  コ 技術修得型共同企業体 
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    市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

 (6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負 

  関係）（以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」 

  という。）等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより 

  入札保証金の納付を求める場合及び８(13)に定める場合を除く。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書（合併入札の場合に 

   は、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）をダウンロードすること。 

  イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書（合併入札の場 

   合には、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）を購入しなければならない。設計図書の購入先 

   及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期間において、工事担当課におい 

   て設計図書を閲覧に供する。 

  ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

 (3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

 (1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

 (3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

 (4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書（合併入札の場合には、当該合併入札 

  に係る全ての工事費内訳書）を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付す 

  ること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照すること。また、工事費内訳書の合計 

  金額は、入札金額と一致させること。 

   なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下 

  「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等 

  の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ 

  、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に 

  １円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者 

  は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希 

  望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す 

  る入札 

 (2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 有資格者名簿における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内 

  訳書の提出をした者が行った入札 

 (5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書４の各号に該当する入札 

 (6) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

 (7) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 
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 (8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同 

  企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

 (9) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

 (10) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同 

  組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

 (1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者 

  に通知する。 

 (2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者 

  のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ 

  た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

 (3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する 

  積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ 

  り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (4) 落札決定を保留した後、 落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

 (5) (4)に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、 

   入札参加者にその旨を通知する。 

  イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と 

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(4) の入札参加資格の確認を行う 

   。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 (6) (4) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類を、落札候 

  補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連 

  絡した日）から翌開庁日の午後５時までの間に財政局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指 

  示に従わなければならない。上記期間内に書類が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該 

  落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5) イの手続により落札者を決定する。 

 (7) (5) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当 

  該落札候補者に通知する。 

  (8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要 

  綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止 

  を除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格を 

  もって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ 

  る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも 

  って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の 

  予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方 

  法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。 

 (2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。 

 (3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

 (1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

   なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

 (2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい 

  て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条 

  第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工 

  事ごとに定める前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予 

  定額の10分の４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、横浜市水道局公共工事の前払金に関す 

  る規程第２条第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予 

  定額の10分の２以内の額を当該会計年度ごとに支払う。 
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 (3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当 

  該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

８ その他 

 (1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否 

  かは、工事ごとに明示する。 

 (2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結 

  する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

 (3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この 

 (4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術 

  者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、工事ごとに定める 

  入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで 

  ない。また、工場製作を含む工事については、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間とで技術者 

  を変更することができる。なお、工場製作のみが行われる期間においては、同一工場内で他の同種工事 

  に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作が可能な場合は、同一人が各製作を一括して管理すること 

  ができる。 

 (5) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。 

 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

 (7) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第 

  １項の規定により、指名停止を行う。 

  ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

    ただし、落札候補者等となった入札（政府調達協定の対象となるものを除く。）の開札日から落札 

      候補（予定）者通知日までの間に、他の本市発注工事の入札の落札候補者等となったことにより、落 

      札候補（予定）者通知日の翌開庁日午後５時までに、落札者となることを辞退した場合は、指名停止 

      に該当しない（一般競争入札（条件付）における資格確認書類を既に提出している場合を除く。）。 

      この場合、辞退は、入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も遅いものから順に行わなけ 

      ればならない。      

  イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

 (8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、入札取扱要綱第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を 

  行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、当該工事（合併入札の場合 

  には、当該合併入札に係る全ての工事）の契約は締結しないものとする。 

 (9) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代 

  理人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、入札取扱 

  要綱第25条第１項第８号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

   ただし、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ 

  れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

  ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 

   3,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は7,000万円）未満であるとき。 

  イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方 

   消費税相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であるとき。 

  ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費 

   税相当額を含む。）の合計が7,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の 

   工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税 

   相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であること。 

   なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない 

  旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費 

  税相当額を含む。）が3,500万円（工種「建築」の場合は7,000万円）以上となった工事請負契約につい 

  ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

  (10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成29・30年度の横浜 

  市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され 

  ているもの。）における当該工事と同工種の最高請負実績額が、次のア及びイに定める金額のいずれに 

  おいても当該工事の工事費（消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。なお、合併入札の場合に 

  は、当該合併入札に係る全ての工事費の合計）に満たない者（共同企業体の場合は、ア及びイのいずれ 
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  か大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員の当該算定した額を合計した金額が当該工事の工事費に満 

  たない者。）は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意するこ 

  と。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

  ア 元請の場合、最高請負実績額を１０分の６で除して得た額 

  イ 下請の場合、最高請負実績額を１０分の８で除して得た額 

 (11)  (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けてい 

  る者（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）は、入札取扱要綱第25条第１項第１ 

  号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

  (12)適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、当該工事と同一管内かつ同種 

    の工事（以下「同種の管内一円工事」という。）を契約している者（落札決定通知書の送付を受けてい 

    るときを含む。）は、入札取扱要綱第25条第１項第12号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す 

    ること。この場合において同種の管内一円工事とは、同一工事件名（ただし、その○○や○○‐○など 

    の通し番号は除く。）のものをいう。なお、請負工事検査事務取扱規程第２条の２第１号に規定する完 

    成検査、水道局検査規程第３条第１号に規定する完成検査及び交通局検査規程第３条第１号に規定する 

    完成検査が、審査基準日の前日までに完了している場合は含まないものとする。 

  (13) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜 

  市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定 

  書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課あて 

  の書留郵便により郵送し、又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜 

  市のホームページを参照すること。 

 (14) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の 

   前払金に関する規程、入札取扱要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等 

  に定めるところによるものとする。 

  (15) 積算基準月が平成29年２月以前の工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成29年３月）に伴う 

    特例措置」（平成29年２月28日 横浜市ホームページ ヨコハマ・入札のとびら掲載）の対象工事であ 

    る。入札の際は、設計図書にて確認すること。 
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契約番号 １７５２０１０３７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
工業用水道 弁天町口径８００ｍｍ配水管更新工事に伴う試掘工事（その３） 

施工場所 
鶴見区弁天町１０番地１２地先から末広町２丁目１番地先まで 

工事概要 

試掘工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１１０日間 

予定価格 １９，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 中小企業 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に

専任の技術者として従事していない者でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載 

した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配 

置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写 

し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時４６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７５２０１０３５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
相模原沈殿池外構フェンス塗装工事 

施工場所 
相模原市南区下溝２２８５番地 

工事概要 

フェンス塗装工Ｌ＝１１２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成３０年 ３月１６日まで 

予定価格 ２，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に

専任の技術者として従事していない者でなければならない。  

その他 

次を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）主たる営業所の所在地が、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区、 

  都筑区、戸塚区、泉区又は瀬谷区内のいずれかであること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載 

した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配 

置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写 

し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時１８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 水道局川井浄水場 電話 ０４２－７７８－１２０９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７５２０１０３５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
布袋橋口径２００ｍｍから５００ｍｍ水管橋補修工事 

施工場所 
神奈川区恵比須町６番地先から宝町６番地先まで 

工事概要 

水管橋補修工一式 

工期 契約締結の日から平成３０年 ３月２８日まで 

予定価格 ２３，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

企業規模 - 

技術者 

鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に

専任の技術者として従事していない者でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載 

した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配 

置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写 

し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 水道局鶴見水道事務所 電話 ０４５－５２１－２３２１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７５２０１０３６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見水道事務所改修工事（電気設備工事）（その２） 

施工場所 
鶴見区鶴見中央三丁目４番１２号 

工事概要 

庁舎改修工（内装工、屋上防水工）の建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成３１年 ６月２０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）本件工事は、入札の中止による再度の発注である。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７５２０１０３６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見水道事務所改修工事（空調換気設備工事）その２ 

施工場所 
鶴見区鶴見中央三丁目４番１２号 

工事概要 

庁舎改修工（内装工、屋上防水工）の建築工事に伴う空調換気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成３１年 ６月２０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを 

添付すること。） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書 

類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 １０時０１分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）本件工事は、入札の中止による再度の発注である。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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水道局調達公告第 145 号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 29 年 12月 12日 

横浜市水道事業管理者   

水道局長 山 隈 隆 弘 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

   西谷排水処理施設運転管理業務委託 一式 

(2) 業務内容 

   入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

  ア 履行期間（平成 30 年度分） 

    平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで 

  イ 総履行期間 

    平成 30 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

    （地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 履行場所 

   保土ケ谷区川島町 522 番地 水道局西谷浄水場 排水処理施設 

 (5) 入札方法 

   この入札は、第３号アに掲げる期間における委託料の概算数量の総価により行う。 

 (6) その他  

   本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）

（以 

下「運用基準」という。）によること。 

   なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

と 

により紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確 

認を受けなければならない。 

 (1) 横浜市水道局契約規程（平成 20年３月水道局規程第２号）第２条において準用する横浜市契約規則

（昭 

和 39 年３月横浜市規則 59号）第３条 1 項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた

資格を有する者であること。 

 (2) 平成 29・30 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「施設運転管理・

保 

守」に登録が認められている者であること。 

 (3) 平成 29年 12 月 21日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に 

基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 平成 20 年４月１日以降に実施した次のア、イ、ウ全ての履行実績を有する者であること。 

   なお、実績は別契約でも可とし、平成 30 年３月 31 日までに履行予定のものを含む。 

ア 上水道又は工業用水道の浄水場（1 日の浄水処理能力が 50,000 立方メートル以上のものに限

る。）において、排水処理施設の運転管理業務を元請として、１年間以上継続して行った実績（共

同企業体の実績の場合は、代表構成員としての実績に限る）。 

イ 浄水場の排水処理施設の運転管理実績において、ろ布固定形圧搾機構付脱水機の運転管理業務を

元請として、１年間以上継続して行った実績（共同企業体の実績の場合は、代表構成員としての実

績に限る）。 

ウ 浄水場の排水処理施設の運転管理実績において、直接加熱式乾燥機の運転管理業務を元請として、

１年間以上継続して行った実績（共同企業体の実績の場合は、代表構成員としての実績に限る）。 

３ 入札参加の手続 
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  当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載

手続きを行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 

 (1) 申請期限 

   平成 29 年 12月 21日午後５時まで 

 (2) 提出書類、提出方法及び提出期限 

   入札説明書による 

 (3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

 (4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

   渡辺  電話 045(671)2250 （直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

  入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当

するときは、当該入札に参加することができない。 

 (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ 

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

  横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

  また、次に掲げる期間・場所で貸し出しを行う。 

 (1) 貸出期間 

   公告日から平成 30年１月 10 日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 

23 年法律代 178 号）に規定する休日並びに 12 月 29日から翌年の 1 月３日まで（以下「休日等」とい

う。）を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 貸出場所 

   〒240-0045 保土ケ谷区川島町 522 番地 

   横浜市水道局西谷浄水場  

   電話 045(371)5335 （直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成 30 年１月 25 日から平成 30 年１月 29 日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。

ただし、最終日は午後５時まで） 

  イ 持参による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時  

     平成 30年１月 30 日午前 11時 30 分 

   (ｲ) 入札場所   

     中区港町１丁目１番地 

     横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵便による入札書の提出 

     平成 30年１月 29 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

    平成 30 年１月 30日午前 11時 30 分 

８ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市水道局契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
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 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない

者が 

行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

  横浜市水道局契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第 13条の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者と

なるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが

あると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格

をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金 

  いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前払金 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (3) 契約の条件  

  ア この契約は、平成 30 年度横浜市各会計予算が平成 30年３月 31 日までに横浜市議会において可決

さ 

れた上、同年４月 1 日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

  イ この契約は地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約であるため、本件契約の締結日の属す

る 

年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は削除された場合は、横浜市は、 

本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。また、受託者は、本件契約に係る横浜市 

の歳出予算が減額又は削除されたことにより、本市が本件契約を解除した場合において、本市が翌年 

度以降に支払を予定していた委託料について請求することはできないものとする。また、受託者は、 

本契約に係る歳出予算の減額又は削除があったことにより、本市が本件契約を変更又は解除した場合 

に生じた損害の賠償について本市に請求することはできない。 

(4) 本契約は委託契約約款第22条第１項の適用対象契約である。委託契約約款第22条第１項に関する事

項は、委託契約約款第22条第１項の運用に係る説明書に定めるところによる。 

 (5) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Operational management of Nishiya Sludge Treatment 

Facility 

 (2) Deadline for the tender : 11：30 a.m.30,January,  2018 (Japan Standard Time)  

*For details, see the description of the tender 

 (3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures 

(4) Contact point for the notice: Second Contract Division, Finance Bureau, City of 

Yokohama,1-1  

Minato-cho,Naka-ku,Yokohama,231-0017,TEL 045(671)2250 
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水道局調達公告第146号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成29年12月12日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 山 隈 隆 弘 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    西谷排水処理脱水汚泥処分委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

受託者処理施設（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、概算数量の総価により行う。 

(6) その他 

本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）

（以下「運用基準」という。）によること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道規程第７号）第２条において準用する横浜市契約規則

（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により

定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「廃棄物処理」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成29年12月21日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

(4) 当該業務又はこれと同種の業務（汚泥のセメント原料化）の実績を有する者であること。 

(5) 当該業務の履行に必要な、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）による産業

廃棄物処分業の許可を受けている者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 

(1) 申請期限 

  平成29年12月21日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

  〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

  横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

高橋 電話 045(671)2186（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該
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当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成30年１月10日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0045 保土ケ谷区川島町522番地 

横浜市水道局浄水部西谷浄水場 

電話 045(371)5335（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

  入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成30年１月25日から平成30年１月29日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、最終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成30年１月30日午前10時00分 

(ｲ) 入札場所 

   中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成30年１月29日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成30年１月30日午前10時00分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市水道局契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者とな

るべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ

ると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格を

もって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
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11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払いの基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成30年度横浜市各会計予算が平成30年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Disposal of dewatered sludge generated by wastewater 

treatment at Nishiya water purification plant 

(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m., 30 January, 2018 (Japan Standard Time) 

* For details, see the description of the tender 

(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures. 

(4) Contact point for the notice: Second Contract  Division, Finance Bureau ， City of 

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2186 
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水道局調達公告第 147 号 

総合評価一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 山 隈 隆 弘 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名 

水道メーター検針業務及び料金整理業務委託（栄区・戸塚区） 一式 

(2) 業務内容 

入札説明書による。 

(3) 履行期間 

平成30年10月１日から平成35年12月31日まで 

 (4) 履行場所 

   栄区・戸塚区一円及び受託者事務所内 

(5) 入札方法 

この入札は、概算数量の総価により行う（詳細は、入札説明書による。）。 

 (6) その他  

  ア この入札は、総合評価一般競争入札により行う（詳細は、入札説明書による。）。 

イ 第１号の案件については、債務負担行為に係る契約である。また、契約日から履行開始日までの期

間に事務所設置等の準備行為が発生する。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号。以下「契約規程」という。）第２条にお

いて準用する横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。）第３条第

１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「水道関連委託」

かつ「水道メーター検針等」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）「所在地区分」において、

市内又は準市内に登録が認められている者であること。 

(4) 平成29年12月22日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく

指名停止を受けていない者であること。 

(5) 平成29年12月22日時点において、水道メーター検針業務に係る契約における管轄区域内の給水戸数が

15万戸以上であり、かつ、当該業務履行実績期間を１年以上継続して有する者であること。なお、給水

戸数については、複数の契約を合算し本参加資格を満たすことも可能とする。ただし、合算するすべ

ての契約を同一時期に１年以上重複して履行している場合に限る。 

(6) 平成29年12月22日時点において、水道料金整理業務に係る契約における管轄区域内の給水戸数が15万

戸以上であり、かつ、当該業務履行実績期間を１年以上継続して有する者であること。なお、給水戸

数については、複数の契約を合算し本参加資格を満たすことも可能とする。ただし、合算するすべて

の契約を同一時期に１年以上重複して履行している場合に限る。 

(7) 平成29年12月22日時点において、本市の水道メーター検針業務及び料金整理業務委託の契約を３契約

以上締結（契約手続中であって契約決定通知を受けている案件を含む。）していないこと。ただし、

当該行政区において契約履行中であり、更新に伴う入札参加をする場合については契約数に含まない

ものとする。なお、合併入札である水道メーター検針業務及び料金整理業務委託（港南区・栄区）に

ついては１契約とみなす。同じく、水道メーター検針業務及び料金整理業務委託（戸塚区・泉区）に

ついても１契約とみなす。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 

(1) 申請期限 

平成29年12月22日午後５時 
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(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

(3) 提出場所 

〒231-0023 中区山下町23番地 

横浜市水道局経営部経理課（日土地山下町ビル11階） 

(4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0023 中区山下町23番地 

横浜市水道局経営部経理課（日土地山下町ビル11階） 

永田 電話 045(633)0151（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 設計図書及び入札説明書等の交付方法 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

（http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/p?job=HacchuJohoBuppinSearch） 

６ 入札及び開札の日時及び場所 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

入札に参加しようとする者は、次の方法により入札書を提出すること。 

ア 提出期間 

平成30年１月12日から平成30年１月18日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日までを除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

イ 提出場所 

〒231-0023 中区山下町23番地 

横浜市水道局経営部経理課（日土地山下町ビル11階） 

(2) 開札予定日時及び開札場所 

ア 開札予定日時 

平成30年１月31日午前10時 

  イ 開札場所 

中区山下町23番地 

横浜市水道局大会議室（日土地山下町ビル 10階） 

７ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

８ 落札者の決定 

入札説明書の別添「落札者決定基準」に基づき評価値の最も高い入札者を落札者とする。 

９ 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

10 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

11 その他 

(1) 契約書作成の要否 

要する。 

(2) 契約の条件 
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この契約は、平成30年度横浜市各会計予算が平成30年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(3) その他 

神奈川県最低賃金に一定以上の変動が見られた場合、２年目以降の契約金額について変更する予定

がある。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 
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水道局調達公告第 148 号 

一般競争入札（水道局経理課契約分）の施行 

次のとおり、「新港二丁目口径 150ｍｍから 200ｍｍ配水管新設工事に伴う設計業務委託」ほか１件の契

約について、一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 山 隈 隆 弘 

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をす

べて満たしていなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する

横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項

の規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有す

る者であること。 

(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）に登載されている者である

こと。 

(3) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱及

び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、第９項第５号に定める場合を

除く。 

(2) 前項に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う

。 

３ 設計図書の交付等 

(1) 設計図書の交付 

設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

 ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」

という。）を含まないものとして計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウン

ロード可能）を経理課へ持参又はファクス（ファクス番号045-663-6732）により提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札日の４日前（ただし、休日等を含まないものとして計算することと

する。）の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札及び開札日時については、契約ごとに定める。 

(2) 落札決定にあたっては、別途指定がある場合を除き入札金額に当該金額の1 0 0分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の1 0 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(3) 入札の回数は２回までとする。 

(4) 合併入札の場合には、件名は全件名、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当

する入札 
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(2) 第１項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

  なお、最低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で最低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって

入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名及び当該価格を通知し、落札の決

定は保留する。 

(2) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者が２人以上

あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21

条に定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

その旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効

とする。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札を

した者を新たに落札候補者とし、前号の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで

同様の手続を繰り返す。 

(5) 第１号において落札候補者となる者がないとき又は前号イにおいて予定価格以下の価格をもって入

札した者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても第１号から前号までの手

続は同様とする。なお、すでに無効の入札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最低制限

価格未満の入札をした者の入札は認めない。 

(6) 第３号の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約

ごとに定める提出書類等を、開札日（第４号イにおいて新たに落札候補者になった者については、提

出を求めた日）の２日後（ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時

までに経理課へ持参し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類

等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でな

いものとし、第４号イの手続により落札者を決定する。 

(7) 第４号イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して

、当該落札候補者に通知する。 

(8) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市指名停止等措置要綱第２条第１項、第

３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による指名停止を除く。）には、その者を落札

者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札し

た者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、履
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行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ

の場合、契約書の作成は落札者が行うものとし、当該契約書の作成費用は落札者が負担するものとす

る。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある

。 

(3) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停

止を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、第６項第６号に定める書類の提出をしない場合 

(4) 第６項第３号の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第

23条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定さ

れた場合は、落札者として決定しないものとする。 

(5) 共同企業体による入札を行う場合は、提出書類のうち共同企業体協定書兼委任状を入札日時までに

到着するよう経理課あての書留郵便により郵送又は経理課まで持参しなければならない。 

(6) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関

する競争入札取扱要綱及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるところによるものとす

る。 
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契約番号 １７５２０３５４２１ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
新港二丁目口径１５０ｍｍから２００ｍｍ配水管新設工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
中区新港二丁目５番１号地先 

概要 

配水管布設詳細設計（添架）一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成３０年 ８月 ３日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道等の設計】 

所在地区分・順位 【土木設計 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

平成１４年４月１日以降に完了した、上水道の橋梁添架又は水管橋工事の設計の業務実績 

を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（設計業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２９年１２月２６日（火）午前 １０時３０分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、設計図書に関する質 

問及び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。 

発注担当課 水道局南部方面工事課 電話 ０４５－２５２－７０８１ 
 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １７５２０３５４１４ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
六ツ川二丁目口径５０ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事に伴う基準点測量業務委託 

納入／履行場所 
南区別所六丁目１０番地先から六ツ川二丁目９４番地４３地先まで 

概要 

４級基準点測量 一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成３１年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 測量 

格付等級 - 

登録細目 【測量：地上測量】 

所在地区分・順位 【測量 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２９年１２月２６日（火）午前 １０時００分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、設計図書に関する質 

問及び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。 

発注担当課 水道局南部方面工事課 電話 ０４５－２５２－７０８１ 
 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５１ 
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交通局調達公告第129号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり「平成29年度高架橋ＲＣ柱補強工事」ほか２件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成29年12月12日 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 城   博 俊 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお 

 いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する横 

  浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の 

  規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）第３条第１ 

  項により定める資格を有する者であること。 

 (2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（以下「有資格者名簿」という。）に 

  登載されている者であること。 

 (3) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

  い者であること（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。 

   なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

  ア 主たる営業所の所在地 

    有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

  イ 優良工事表彰事業者 

    横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

  ウ 工事成績 

    工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、 

   横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び 

   横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点 

   （工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象 

   とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう 

   。なお、工種「ほ装」の工事の工事完成結果通知書の評定点は、工種「舗装」のものとする。 

  エ 発注者別評価点（主観点） 

    平成29・30年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点 

   （主観点）をいう。 

  オ 横浜型地域貢献企業 

    横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

  カ 建設機械所有事業者 

    ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー 

   クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ 

   車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 

   の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下 

   「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期 

   間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を 

   いう。 

  キ 災害協力事業者 

    災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

    ク 施工実績 

    工事の施工実績（本市が発注した工事の場合、工事成績が65点以上のものに限る。）をいう。 

  ケ 技術力結集型共同企業体 

    各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

交 通 局 
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  コ 技術修得型共同企業体 

    市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体をいう。 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

 (6) その他、詳細については横浜市交通局契約規程、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負 

  関係）（以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」 

  という。）等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより 

  入札保証金の納付を求める場合及び８(13)に定める場合を除く。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書（合併入札の場合に 

   は、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）をダウンロードすること。 

  イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書（合併入札の場 

   合には、当該合併入札に係る全ての工事の設計図書）を購入しなければならない。設計図書の購入先 

   及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期間において、工事担当課におい 

   て設計図書を閲覧に供する。 

  ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

 (3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

 (1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

 (3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

 (4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書（合併入札の場合には、当該合併入札 

  に係る全ての工事費内訳書）を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付す 

  ること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照すること。また、工事費内訳書の合計 

  金額は、入札金額と一致させること。 

   なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下 

  「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等 

  の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ 

  、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に 

  １円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者 

  は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希 

  望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す 

  る入札 

 (2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 有資格者名簿における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内 

  訳書の提出をした者が行った入札 

 (5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書４の各号に該当する入札 

 (6) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

 (7) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ 
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  た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

 (8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同 

  企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

 (9) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

 (10) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同 

  組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

 (1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者 

  に通知する。 

 (2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者 

  のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ 

  た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

 (3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する 

  積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ 

  り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (4) 落札決定を保留した後、 落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

 (5) (4)に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、 

   入札参加者にその旨を通知する。 

  イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と 

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(4) の入札参加資格の確認を行う 

   。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 (6) (4) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類を、落札候 

  補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連 

  絡した日）から翌開庁日の午後５時までの間に財政局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指 

  示に従わなければならない。上記期間内に書類が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該 

  落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5) イの手続により落札者を決定する。 

 (7) (5) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当 

  該落札候補者に通知する。 

 (8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要 

  綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止 

  を除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格を 

    もって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ 

  る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも 

  って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の 

  予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方 

  法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。 

 (2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。 

 (3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

 (1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

   なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

 (2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい 

  て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条 

  第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工 

  事ごとに定める前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予 

  定額の10分の４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、横浜市交通局公共工事の前払金に関す 

  る規程第２条第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予 
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  定額の10分の２以内の額を当該会計年度ごとに支払う。 

 (3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当 

  該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

８ その他 

 (1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否 

  かは、工事ごとに明示する。 

 (2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結 

  する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

 (3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この 

  場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

 (4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術 

  者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、工事ごとに定める 

  入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで 

  ない。また、工場製作を含む工事については、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間とで技術者 

  を変更することができる。なお、工場製作のみが行われる期間においては、同一工場内で他の同種工事 

  に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作が可能な場合は、同一人が各製作を一括して管理すること 

  ができる。 

 (5) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。 

 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

 (7) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第 

  １項の規定により、指名停止を行う。 

  ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

     ただし、落札候補者等となった入札（政府調達協定の対象となるものを除く。）の開札日から落札 

      候補（予定）者通知日までの間に、他の本市発注工事の入札の落札候補者等となったことにより、落 

      札候補（予定）者通知日の翌開庁日午後５時までに、落札者となることを辞退した場合は、指名停止 

      に該当しない（一般競争入札（条件付）における資格確認書類を既に提出している場合を除く。）。 

      この場合、辞退は、入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も遅いものから順に行わなけ 

      ればならない。 

  イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

 (8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、入札取扱要綱第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を 

  行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、当該工事（合併入札の場合 

  には、当該合併入札に係る全ての工事）の契約は締結しないものとする。 

 (9) (8)の適格性の審査にあたり落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代理 

  人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、入札取扱要 

  綱第25条第１項第８号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

   ただし、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ 

  れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

  ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 

   3,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は7,000万円）未満のとき。 

  イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方 

   消費税相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であるとき。 

  ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費 

   税相当額を含む。）の合計が7,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の 

   工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税 

   相当額を含む。）の合計が3,500万円未満であること。 

   なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない 

  旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費 

  税相当額を含む。）が3,500万円（工種「建築」の場合は7,000万円）以上となった工事請負契約につい 

  ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

  (10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成29・30年度の横浜 

  市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され 

  ているもの。）における当該工事と同工種の最高請負実績額が、次のア及びイに定める金額のいずれに 
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  おいても当該工事の工事費（消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。なお、合併入札の場合に 

  は、当該合併入札に係る全ての工事費の合計）に満たない者（共同企業体の場合は、ア及びイのいずれ 

  か大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員の当該算定した額を合計した金額が当該工事の工事費に満 

  たない者。）は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意するこ 

  と。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

  ア 元請の場合、最高請負実績額を１０分の６で除して得た額 

  イ 下請の場合、最高請負実績額を１０分の８で除して得た額 

 (11)  (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けてい 

  る者（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）は、入札取扱要綱第25条第１項第１ 

  号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

  (12)適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、当該工事と同一管内かつ同種 

    の工事（以下「同種の管内一円工事」という。）を契約している者（落札決定通知書の送付を受けてい 

    るときを含む。）は、入札取扱要綱第25条第１項第12号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す 

    ること。この場合において同種の管内一円工事とは、同一工事件名（ただし、その○○や○○‐○など 

    の通し番号は除く。）のものをいう。なお、請負工事検査事務取扱規程第２条の２第１号に規定する完 

    成検査、水道局検査規程第３条第１号に規定する完成検査及び交通局検査規程第３条第１号に規定する 

    完成検査が、審査基準日の前日までに完了している場合は含まないものとする。 

 (13) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜 

  市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定 

  書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課あて 

  の書留郵便により郵送し、又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜 

  市のホームページを参照すること。 

 (14) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の 

  前払金に関する規程、入札取扱要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等 

  に定めるところによるものとする。 

  (15) 積算基準月が平成29年２月以前の工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成29年３月）に伴う 

    特例措置」（平成29年２月28日 横浜市ホームページ ヨコハマ・入札のとびら掲載）の対象工事であ 

    る。入札の際は、設計図書にて確認すること。 
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契約番号 １７５３０１０１１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２９年度高架橋ＲＣ柱補強工事 

施工場所 
港北区北新横浜一丁目１２番地１ 

工事概要 

分割鋼板巻立て補強工１０１本、リブバー耐震補強工５７本、一面耐震補強工１７本、 

鋼板巻立て補強工６本 ほか 

工期 契約締結の日から平成３２年 ９月３０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること（ただし、特定建設共同企 

業体による入札の場合、代表構成員以外の構成員は国家資格を有する主任技術者でも可と 

する。）。当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ 

恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事 

に従事していない者でなければならない。  

その他 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

提出書類 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１８日（木）午前 ９時１８分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐、最高請負実績額に係る適格性の審査並びに特 

定ＪＶ登録及び共同企業体協定書兼委任状の提出について、公告本文（３（４）、８（９ 

）、８（１０）及び８（１３））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－３２６－３８７６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７５３０１０１１０ 

工事件名 
平成２９年度高架橋ＲＣ柱補強工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

本件工事の入札は混合入札により執行する。 

次を全て満たす技術力結集型共同企業体（名称は「○○建設共同企業体」とする。詳細は 

公告本文１（４）参照。）又は単体企業であること。 

（１）技術力結集型共同企業体の資格要件 

  ア 構成員の数は２者とし、出資比率は各構成員１０分の３以上であるとともに、代 

   表構成員がその共同企業体構成員中最大であること。 

  イ 構成員の組合せは、前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件を満たす者による 

   組合せであること。 

    平成１４年４月１日以降に完成した、次の（ア）及び（イ）の工事の元請として 

   の施工実績を有すること（（ア）と（イ）は別工事でも可。）。なお、当該施工実 

   績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のもの 

   に限る。 

  （ア） 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）の適用を受ける鉄道又は軌道法（大 

     正１０年法律第７６号）の適用を受ける軌道（以下「鉄道等」という。）の線 

     路（レール及びそれを支持するために必要な路盤又は構造物を含む。）内にお 

     ける工事（線路閉鎖を伴うものに限る。）。なお、当該施工実績に係る鉄道等 

     は営業路線に限る。 

  （イ） 次のａ又はｂの工事 

    ａ コンクリート巻立て又は鋼板巻立てによる橋脚補強工事 

    ｂ 鉄筋コンクリート橋脚（橋台は除く。）築造工事 

  ウ 現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的 

   な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

（２）単体企業の資格要件 

  ア 前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件を満たす者であること。 

    平成１４年４月１日以降に完成した、次の（ア）及び（イ）の工事の元請として 

   の施工実績を有すること（（ア）と（イ）は別工事でも可。）。なお、当該施工実 

   績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のもの 

   に限る。 

  （ア） 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）の適用を受ける鉄道又は軌道法（大 

     正１０年法律第７６号）の適用を受ける軌道（以下「鉄道等」という。）の線 

     路（レール及びそれを支持するために必要な路盤又は構造物を含む。）内にお 

     ける工事（線路閉鎖を伴うものに限る。）。なお、当該施工実績に係る鉄道等 

     は営業路線に限る。 

  （イ） 次のａ又はｂの工事 

    ａ コンクリート巻立て又は鋼板巻立てによる橋脚補強工事 

    ｂ 鉄筋コンクリート橋脚（橋台は除く。）築造工事 

  イ 現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的 

   な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

 

 

【提出書類】 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式）  

（２）監理技術者資格者証の写し（裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技 

  術者講習修了証の写しを添付すること。なお、特定建設共同企業体による入札の場合 

  であり、かつ、代表構成員以外の構成員で主任技術者を配置する場合は、（１）に記 

  載した国家資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し 

  等）） 

（３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険 

  者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  

（４）施工実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せ 

  て、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

（５）共同企業体協定書兼委任状（特定建設共同企業体による入札の場合） 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １７５３０１０１０６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岸根公園駅ほか１駅冷房付待合所設置工事（建築工事） 

施工場所 
港北区篠原町１１２３番地ほか１か所 

工事概要 

待合施設設置工一式（岸根公園駅、都筑ふれあいの丘駅） 

工期 契約締結の日から平成３０年 ６月２９日まで 

予定価格 ５６，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に

専任の技術者として従事していない者でなければならない。  

その他 

次を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港北区、緑区、 

  青葉区又は都筑区内のいずれかであること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載 

した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配 

置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写 

し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 ９時４８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－３２６－３８１５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １７５３０１０１０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑営業所バス用洗車機更新工事 

施工場所 
緑区白山一丁目１０番１号 

工事概要 

バス用洗車機更新工一式 

工期 契約締結の日から平成３０年 ３月１６日まで 

予定価格 ８，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

企業規模 - 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に

専任の技術者として従事していない者でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載 

した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配 

置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写 

し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成３０年 １月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成３０年 １月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成３０年 １月１１日（木）午前 １０時０２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－３２６－３８１４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
 

 


